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は じ め に 

 

議員は、本会議や委員会などの会議に出席し、議案の審議などを行う議会活動だ

けでなく、住民の代表として住民の意思を把握するとともに、当該地方自治体の事

務に関し調査研究を行い、議案の審査や政策立案に反映させていくという重要な役

割を担っています。 

また、地方分権の推進により、地方自治体の裁量権が拡大し、住民ニーズの多様

化と相まって、その施策は複雑・多岐にわたり、その責任の範囲も拡大しており、

行政のチェック機関としての地方議会の担う役割はますます重要になってきていま

す。 

このような状況から、地方議会の議員の調査研究活動の充実を図り、その審議能

力を高めるため、地方自治法第１００条第１４項において「普通地方公共団体は、

条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交

付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交

付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めな

ければならない。」と規定されており、黒部市においては、黒部市議会政務活動費の

交付に関する条例（以下「条例」という。）及び同条例施行規則（以下「規則」とい

う。）に基づいて、会派に政務活動費が交付されています。 

交付された政務活動費の取り扱いは、各会派の判断に委ねられておりますが、政

務活動費は、市民の税金などを財源とする公金で賄われていることから、適切に使

用するとともに、その使途について透明性の確保と説明責任を果たすことが求めら

れています。 

このため、本手引きは、政務活動費の使途基準の明確化及び適正な使用と透明性

の確保を図るため、条例・規則等に規定されている政務活動費の使途基準や事務手

続きをより具体化・明確化したものであり、各会派が政務活動費を調査研究活動費

に充当するにあたって、その適否を会派自らが判断するための指針として作成した

ものです。 

 

令和４年１１月 

 

 

黒 部 市 議 会 
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第１章 政務活動費執行の基本指針 
 

１ 政務活動費の意義 

地方公共団体の施策は、複雑・多岐にわたっており、議員は、市民の負託に応える

ため、地方行政等に関する諸制度、県政および国政の動向等に対する広範かつ専門的

な知識を必要とし、これらに対する不断の調査研究活動が要請されている。 

政務活動費は、このような議員（会派）の調査研究その他の活動に資するため必要

な経費の一部として交付されるものとする。 

なお、政務活動費充当の対象となる調査研究活動とは、下記のとおりとする。 

(1) 市政の一般課題、議会審議案件、市の事務及び行財政に関する事項について行う

調査研究活動及び情報収集活動 

(2) 住民からの要望及び意見の聴取並びに住民との意見交換 

(3) 住民に対して行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動 

 

２ 政務活動費の交付対象 

黒部市議会においては、思想信条あるいは政治的立場等を同じくする議員が集まっ

て議会内の「会派」を結成し、「会派」の活動として、政策研究や市政に関する懸案事

項等についての現地調査等の調査研究活動を行っている。 

このため、政務活動費は、議長に結成届がされている会派（所属議員が１人の場合

を含む。）に対して交付する。 

したがって、政務活動費を充当できるのは、会派が行う調査研究、研修、広報、広

聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、

市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に

対してであるが、会派所属議員が分担して行う場合などは、個々の議員が行う政務活

動にも政務活動費を充当することができるものとする。 

 

３ 政務活動費の交付額及び交付の方法等 

(1) 交付額（月額） 

各月の１日（基準日）における会派の所属議員数に３万円を乗じて得た額を上限

に交付する。 

(2) 交付の方法 

  半期ごとの実績に応じた後払いとする。 

①会派は、４月１日から翌年３月末日までの交付申請を４月５日までに行う。 

 ただし、年度の途中において議員の任期が終了する場合は、４月から任期満了日

の属する月までの交付申請を行う。 

②市長は、政務活動費の交付を決定し、会派に通知する。 

③会派は、４月から９月まで及び１０月から翌年３月までを半期とし、各半期の末

日の属する月の翌月 15 日までに収支報告書等を提出する。 

ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、４月から任期満了日

の属する月まで、及び任期満了日の属する月の翌月から翌年３月末日までを半期

とする。 

④議長は、収支報告書等の内容を審査し、写しを市長に送付する。 

⑤会派は、政務活動費請求書により政務活動費を請求する。 

⑥市長は、請求のあった日から３０日以内に政務活動費を交付する。 
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４ 使途基準 
(1) 政務活動費を充当することができる経費 

会派は、政務活動費を下記の使途基準（条例別表）に従って使用するものとし、

市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充てて

はならない。 

  

項   目 内          容 

調 査 研 究 費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査

委託に関する経費 

 

研 修 費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する

研修会の参加に要する経費 

 

広 報 費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経

費 

 

広 聴 費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見

の聴取、住民相談等の活動に要する経費 

 

要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 

 

会  議  費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議

への会派としての参加に要する経費 

 

資 料 作 成 費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

 

資 料 購 入 費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

 

人  件  費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

 

事 務 所 費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 

 

 

(2) 政務活動費の充当が不適切な経費（例示） 

①  政党活動経費 

・党費、党大会賛助金、参加費・参加のための旅費 等 

②  選挙活動経費 

・選挙活動に伴うパンフレット・ポスター・メガホン 等 

③  後援会活動経費 

・後援会の広報誌等の作成・発送に係る経費 等 

④ 私的活動経費 

・慶弔餞別費、冠婚葬祭への出席費用、宗教活動に要する経費 等 

・観光、レクリエーション、私的な旅行等に要する経費 

・親睦会又は飲食を目的とした会合、レクリエーション大会等の開催費及び参加

費 

・議員が役員等を兼ねている団体の理事会、役員会及び総会等への出席費用 

⑤ その他適当でない経費 

・挨拶、会食やテープカットだけの出席費用 
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・事務所や自動車等の購入費、維持・修理費 等 

・絵画、冷蔵庫、衣服等調査研究活動に直接必要でない備品の購入等に要する経

費 

・社会通念上妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費 

 

５ 政務活動費を充当する際の基本的考え方 

(1) 実費弁償の原則 

調査研究その他の活動は会派の自発的な意思に基づき行なわれるものであること

から、政務活動に係る経費の実費に充当（費用弁償）することを原則とする。 

また、その額は、社会通念上妥当な範囲のものであり、会計帳簿、領収書等の証

拠書類により、その支出が確認できるものとする。 

なお、領収書または、それに代わる利用明細書等、実際の支出が確認できるもの

のみ対象とし、領収書等が無い場合は政務活動費の充当はできないものとする。 

(2) 按分充当の原則 

会派活動は、政党活動、選挙活動、後援会活動等と一体的に行われることも多く、

明確に分離できない場合もあることから、そのような場合には、それぞれの活動実

績にあわせた合理的な割合で按分し、政務活動費に充当するものとする。 

按分割合は、会派の活動実態によって異なることから、一律に比率を示すことが

困難であり、会派それぞれの責任において、運用基準や出納手続を定めるなど、当

該会派の政務活動の実態に応じ、合理的に説明できる比率を定めて用いるものとす

る。 

(3) 直接性の原則 

「調査研究その他の活動に関係がある」というだけでは政務活動費の充当は認め

られない。政務活動費を充当できるのは、政務活動を行うために直接必要な経費の

みとする。 

（例）調査研究に使用する自家用車は、調査研究に関し必要なものですが、その購

入経費や車両維持費等に政務活動費を充当するのは適当ではなく、充当でき

るのは直接的な経費である燃料代のみとする。 

(4)透明性の確保  

政務活動費執行の適正な運用と透明性を確保するために、各会派は、議長に提出

する収支報告書に領収書等の証拠書類、収支整理簿及び調査研究活動記録票等を添

付する必要がある。          ※別に記載（Ｐ17 収支報告書の提出） 

(5) 情報の公開 

  議長に提出された収支報告書及び証拠書類等は、市の情報公開条例による手続き

を経ることなく、議長に閲覧を請求できる。 

政務活動費の公開においては、個人情報の保護に十分配慮するものとし、個人情

報の取り扱いについては、黒部市情報公開条例の例による。  

                   ※別に記載（Ｐ18 情報公開） 

(6)執行に当たっての留意点 

政務活動費の執行にあたっては、次に掲げる項目に留意のうえ、各会派の責任に

おいて、適切に取扱うものとする。  

①  市政に関する調査研究目的であること  

②  調査研究活動の必要性があること 

③  調査研究活動に要した金額や調査研究活動の態様等の妥当性があること 

④  適正に手続きが行われていること 
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⑤  透明性確保の観点から、関係書類等が整備され市民へ支出についての説明が

できること 
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６ 政務活動費に関する基本的な手続きのフロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    《会  派》 会派   
会派届の提出 写しを送付 

 会派の結成 

 会派届（変更）の提出 写しを送付 
 会派の変更 

（所属議員の異動） 
写しを送付 

 
会派解散届の提出 

会派の解散 

《政務活動費》 

交付申請書の提出 
交付申請 

（変更交付申請） 

（議長経由） 

政
務
活
動
の
実
施

（証
拠
書
類
・
会
計
書
類
の
整
理
保
管
） 

  

（速やかに市長へ送付） (４月５日まで) 
(結成、異動の場合は速やかに) 

交付額 
の決定 

交付決定 
通  知 

（事務局経由） 交付決定通知書の送付 

（変更交付決定通知書の送付） 

議長 市長 

内容 
審査 

収支報告 
※半期毎 

収支報告書等の提出 
収支報告書
等の審査 （半期終了日の翌月15日まで） 

（会派解散後20日以内） 収支報告書等の 
写しを市長に送付 

交付請求 
※半期毎 

交付請求書の提出 （事務局経由） 

（議長経由） 

交  付 
※半期毎 

交付（口座振込） 

交付請求のあった日 
から30日以内に支払 

収支報告書及び添

付書類の保存（５

年間）・閲覧 

会計帳簿及び証

拠書類の保存

（５年間） 

支払額 
の確認 
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第２章 政務活動費の使途基準の考え方 
 

第１節 政務活動費充当経費（内容・主な例・留意事項） 
 

項   目 調査研究費 

内   容 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関す

る経費 

主 な 例 ① 資料印刷費、文書通信費 

② 交通費（鉄道代、バス代、タクシー代、航空賃、ガソリン代、高速料

金、レンタカー代 等） 

③ 宿泊費 

④ 報告書等の作成費（印刷製本費、コピー代、写真代 等） 

⑤ 視察先に対する手土産等儀礼的経費 

⑥ タブレット端末またはスマートフォンの月額使用料（いずれか１台） 

留意事項 （１） 国内だけでなく、国外の調査研究その他の活動に資するため必要 

 な経費にも政務活動費を充当することができる。 

（２） 先進地調査や研究・研修会などの調査研究活動を行ったときは 

 その活動内容、所要経費等を「調査研究活動記録票」(参考様式第 

２号)を作成し、収支報告の際に領収書等とともに提出する。 

（３） 郷里会に参加した場合は、案内文（写し）を添付する。 

  ※行政視察を行った場合の視察依頼状の添付は、各会派で判断する。 

              【H29.3.2 議会改革特別委員会で確認】 

（４） 調査研究活動に係るものであることを明らかにするために、案内 

状や日程表、視察報告書等を保管しておく。 

（５） 自家用車に係る交通費（ガソリン代）を充当する場合は、出発点

（市役所）から目的地までの経路や距離の確認できる書類を添付す 

 る。            

【R5.2.21 議会改革特別委員会で確認】 

（６） タブレット端末またはスマートフォンの月額使用料（基本料、通

話料及び通信料を合算した額）については、月額使用料の 1/2 の金

額、又は 2,000 円のいずれか低い金額を充当できるものとする。た

だし、契約者が本人の場合のみとする。 

（月額使用料を充当する場合） 

①領収書及び月額利用明細書は必ず毎月分を添付する。 

ただし、領収書に代わるものとして、支払額と支払日の分かるもの

を添付すること。         

【R4.9.27 議会改革特別委員会で確認】 

【R4.11.1 全員協議会で同日から適用することを確認】 
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項   目 研修費 

内   容 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参

加に要する経費 

主 な 例 ① 会場費（会場借上代、機材借上代 等） 

② 講師謝礼等（謝金、旅費、交通費、食事代 等） 

③ 交通費（鉄道代、バス代、タクシー代、航空賃、ガソリン代、高速料

金、レンタカー代 等） 

④ 宿泊費 

⑤ 参加費 

⑥ 資料代（研修資料・テキスト代） 

留意事項 （１） 国内だけでなく、国外の研修に係る経費にも政務活動費を充当す

ることができる。 

（２） 研修費とは、主に、会派が主催する研修会、講演会等への参加に

要する経費であり、政務活動費の充当にあたっては、その研修や会

議の目的が政務活動に資するものとする。 

※特定政党による政治活動の研修会等への参加については、政務活動費

の充当はできない。 

（３） 研修会への参加に要した経費に政務活動費を充当する場合は、「調

査研究活動記録票」（参考様式第２号）を作成し、収支報告の際に

領収書等とともに提出する。 

（４） 自家用車に係る交通費（ガソリン代）を充当する場合は、出発点

（市役所）から目的地までの経路や距離の確認できる書類を添付す 

 る。            

【R5.2.21 議会改革特別委員会で確認】 

【不適切な支出】 

① 議員同士の懇親会、親睦会の経費 

② 交際費的経費 

 

 

項   目 広報費 

内   容 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 

主 な 例 ① 広報紙・報告書等の作成に要する経費（印刷製本費、消耗品費、写真

代、コピー代） 

② 広報紙・報告書等の送料（郵便代、新聞折込代、宅配便代金） 

③ 報告会等の会場費（会場借上代、機材借上代 等） 

④ ホームページ作成費（委託料 等） 

留意事項 （１）広報紙・報告書等印刷費 
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   印刷費に充当する場合は、成果物表紙の写しを添付する。（縮小可） 

（２）ホームページ作成・管理費 

   作成委託料、更新委託料及び作成ソフト購入などが該当。 

 

【不適切な支出】 

① 政党活動、後援会活動に関する広報紙発行に係る印刷製本費、発送代 

 

 

 

項   目 広聴費 

内   容 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、

住民相談等の活動に要する経費 

主 な 例 ① 住民との市政広聴会や意見交換会等の開催経費 等 

資料印刷費、会場費、交通費、燃料費 

留意事項 （１）広聴活動の記録 

広聴活動に要した経費に政務活動費を充当する場合は、「調査研究活

動記録票」（参考様式第２号）を作成し、収支報告の際に領収書等とと

もに提出する。 

※一般住民等を含む会合等における「会議費」との区別 

・政策や市政に対する住民の要望や意見を聴取するために、会派が意

見交換等を開催する場合は「広聴費」とする。 

・団体等が開催する会合等に参加して意見交換を行う場合は「会議費」

とする。 

 

 

項   目 要請・陳情活動費 

内   容 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 

主 な 例 ① 国・県等に対する要望・陳情活動 

資料印刷費、交通費、宿泊費 等 

留意事項 （１） 要請・陳情活動の記録 

 要請・陳情活動に要した経費に政務活動費を充当する場合は、「調

査研究活動記録票」（参考様式第２号）を作成し、収支報告の際に領

収書等とともに提出する。 

 

 

 

項   目 会議費 

内   容 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会

派としての参加に要する経費 
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主 な 例 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費 等 

留意事項 （１）政務活動に必要な会派の打合せ、検討会等会議の開催、または、

他の団体が開催する政務活動に必要な意見交換会等会議の参加に

要する経費に政務活動費を充当することができる。 

 

【不適切な支出】 

① 政党活動、選挙活動、後援会活動に係る会議経費 

② 議員同士の懇親会、親睦会の経費 

③ 意見交換を伴わない場合の会議経費 

④ 懇親・親睦、飲食を主目的とする会への参加に要する経費 

 

 

 

項   目 資料作成費 

内   容 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

主 な 例 印刷製本費、コピー代、写真の現像代 

留意事項 （１） 印刷については、成果物表紙の写しを添付する。（縮小可） 

（２） コピー、写真の現像等については、使用目的を記入する。 

 

【不適切な支出】 

①政党活動、選挙活動、後援会活動に係る広報誌等の作成・発送に係

る経費 等 

②私的な資料の作成経費 

③名刺の印刷費 

 

 

 

項   目 資料購入費 

内   容 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 

主 な 例 書籍（専門図書）の購入費、新聞購読料（市町村新聞等）、ＤＶＤ等購

入費 

留意事項 （１）新聞、図書等、各種資料の品名・単価が、領収書で確認できるも

のについて、政務活動費を充当できるものとする。 

（２）図書等購入の場合は、領収書とともに表紙及び目次の写しを「書

籍等表紙・目次貼付用紙」（参考様式第 4 号）に添付し提出する。 

（縮小可） 

（３）新聞購読料は、所属議員において５紙（５種類）以内で認める。 

 ※「資料」とは、具体的に議会審議及びその準備のために必要な資料
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等のこと。 

 

 

 

 

項   目 人件費 

内   容 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

主 な 例 臨時職員の人件費等 (賃金及び社会保険料) 

留意事項 （1）会派が行う政務活動の補助業務のために会派が雇用した職員に対し

て、賃金、社会保険料等を人件費として充当できるものとする。 

 

【不適切な支出】 

政務活動以外の業務（政党活動、後援会活動に関する業務）に係る人件費 

 

 

 

項   目 事務所費 

内   容 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 

主 な 例 事務所の賃借料、事務所の維持管理費、備品購入費 

留意事項 （１）具体的な充当指針については、必要が生じた時点において、会派代

表者会議、議会運営委員会等において協議の上定めるものとする。 
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第２節 政務活動費の充当指針 
 

１ 旅費（交通費、宿泊費等） 

＜基本認識＞ 

調査研究を目的とした現地調査や研修会・講演会への出席等に要した旅費（交通費、

宿泊費等）については、原則として証拠書類により確認できる実際にかかった経費（実

費）を充当することとし、算定にあたっては、黒部市議会議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例、黒部市職員等の旅費に関する条例及び同規則の規定（日当を除く）を

準用するものとする。 

＜充当指針＞ 

(1)交通費 

① 鉄道、バス、航空機等の運賃 ⇒ 実費を充当 

 ・政務活動費の充当は領収書取得を前提とし、路線バスや地方鉄道等で取得困難

な場合は充当不可とする。ただし、IC カード等を使用する場合において、利用

明細書他領収書に準ずる書面をもって適正な使用を証明できる場合は充当を可

能とする。         【Ｒ１.11.21 議会改革特別委員会で決定（即日適用）】 

 

② ガソリン代等（自家用車） ⇒ １ｋｍあたり３７円で計算して充当 

・調査研究活動等に自動車を利用する場合は、最も経済的な通常の経路及び方法

により算定したと認められる場合に限り、ガソリン代相当分として政務活動費

の充当を可能とする。 

・出発点（黒部市役所）から目的地（新川地域（魚津市・黒部市・入善町・朝日

町）を除く）までを対象とし、調査研究活動記録票、経路や距離が確認できる

書類を添付の上、その走行距離に１ｋｍあたり３７円で計算した額に対して、

政務活動費を充当することができるものとする。 
【R5.2.21 議会改革特別委員会で決定】 

③ タクシー料金 ⇒ 実費を充当 

④ レンタカー料金・バス等借上料 ⇒ 実費を充当 

・調査研究に必要と認められる最小限度の範囲で、レンタカー料金やバス等の借

上料に政務活動費を充当することができる。 

⑤ 高速道路料金 ⇒ 実費を充当 

（目的地が親不知～富山西区間は充当不可とする） 
 【R5.2.21 議会改革特別委員会で決定】 

⑥ 駐車場料金 ⇒ 実費を充当 

 

(2) 宿泊費 

① 宿泊費 ⇒ 実費を充当 

・宿泊については、原則として朝食代・夕食代を含めて「黒部市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例」に規定する額（議員分）1泊につき13,400円

を上限とする。 

・食事代については、朝食代及び昼食代：1,000円、夕食代：2,000円を上限とし

て社会通念上妥当な範囲内で充当できるものとする。ただし、食事代に飲酒に

係る費用を含めることは認められない。 
              【Ｈ28.11.21議会改革特別委員会で決定（即日適用）】 
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＜留意事項＞ 

①  公務による視察等に政務活動を継足しする場合や政務活動の期間内にその他

の用務等を含む場合には、政務活動の部分と公務や他の用務等の区分を明確にし

て、その内容を証拠書類により明示する。 

２ 会費、参加費、負担金 
＜基本認識＞  

①  会費、参加費、負担金等については、その会合（研修会・講演会・意見交換会、

その他の会議等（以下「研修会等」という。））の目的が調査研究に資するもので

あれば、政務活動費を充当することができるものとする。 

②  団体や研究会等への加入に伴い必要となる会費等についても政務活動費を充

当することができる。ただし、会費の支出対象である団体の活動内容や実態が調

査研究活動に適うものであることとする。 

＜充当指針＞ 

(1) 研修会等の会費、参加費、負担金 ⇒実費を充当 

 

(2) 年会費等  ⇒実費を充当 

① 年会費等、その団体の会員資格を得るための会費等については、その団体の活

動内容や実態が政務活動に資するものである必要があり、議員が個人的な資格で

加入している団体の会費については、政務活動費を充当することはできないもの

とする。 

②  年会費等に政務活動を充当する団体については、その活動方針、組織、会計、

活動実績等が明確であり、政務活動として成果が認められる必要がある場合とす

る。  

＜留意事項＞ 

①  経費の支出にあたっては、公職選挙法その他法令等の定める禁止規定に抵触す

ることがないよう注意する。（「３食糧費の＜留意事項＞」参照。） 

 

３ 食糧費 

＜充当指針＞ 

①  政務活動費を充当することができる食糧費は、会議等に要する講師等の食事等

の実費とする。 

②  会議等における食糧費の内容や金額等が、公職選挙法の制限に抵触しないこと 

及び社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、その会議等の目

的が真に調査研究に資するものであり、食糧費の支出がその会議等との一体性・

連続性がある場合に限って政務活動費を充当することができるものとする。 

＜留意事項＞ 

①  公職選挙法上の制限 

・意見交換会への参加者、研修会等に講師として招いた有識者等に食事等を提供

する場合にあっては、当該研修会等を会派が主催するものであっても、会派所

属議員の選挙区内にある者への食事等の提供は公職選挙法で禁止されている

「寄附」にあたる（公職選挙法第 199 条の 2：公職の候補者等の寄附の禁止、第

199 条の 5：後援団体に関する寄附等の禁止）。 

 

４ 広報費、広聴費 
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＜基本認識＞ 

①  政務活動費を充当する広報は、調査研究活動という観点からは、住民の意見を

議会活動に反映させることを目的としたものである必要がある。 

＜充当指針＞ 

①  会派が行う広報広聴活動の経費に限り、政務活動費を充当することができるも

のとし、議員個人の広報紙や後援会と共同発行する広報紙等には充当することが

できないものとする。 

＜留意事項＞ 

①  報告会や広聴会等を行った場合には、活動内容やそれに要した経費等を「調査

研究活動記録票」（参考様式第２号）に記載するほか、活動内容が確認できる資

料類を整理保存すること。 

 

５ 人件費、事務所費 
人件費及び事務所費の具体的な充当指針については、必要が生じた時点において、

会派代表者会議、議会運営委員会等において協議の上定めるものとする。 
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第３章 交付申請・収支報告等の手続き 
 

１ 交付申請から収支報告までの流れ 

(1) 交付申請 

① 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、「政務活動費交付申請書」

（規則様式第１号）を議長を経由して市長に提出する。 

※ 既存の会派の場合は、４月５日までに議長（事務局）へ提出。 

※ 年度の途中に新たに会派を結成した場合は、結成した日の属する月の翌月分

（結成日が基準日である場合は当月分）から翌年３月末日までの交付申請を速

やかに議長（事務局）へ提出。 

② 年度の途中に会派の所属議員数に異動があった場合は、異動月の翌月分（異動

日が基準日の場合は当月分）から翌年３月末日までの変更交付申請を「政務活

動費変更交付申請書」（規則様式第２号）にて議長を経由して市長に提出する。 

(2) 交付決定・通知 

① 市長は、当該年度の政務活動費の交付額を決定し、「政務活動費交付決定通知書」

（規則様式第３号）により､会派に通知する。 

(3) 政務活動の実施、領収証・会計帳票等整理保管 

① 調査研究活動を実施し、政務活動費に係る支出を行ったときは、経理責任者は、

領収書・会計帳票等を整理保管するものとする。 

(4) 収支報告 

① 会派は、半期毎（４月から９月まで及び１０月から翌年３月まで）に、各半期

の末日の属する月の翌月 15 日までに「政務活動費収支報告書」（規則様式第４号）

及び支出に係る領収書等を提出する。 

※ ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、４月から任期満 

了日の属する月まで、及び任期満了日の属する月の翌月から翌年３月末日まで

を半期とする。 

② 議長は、収支報告書の内容が適正であると確認し、その写しを市長に送付する。 

 (5) 交付の請求及び支払 

 ① 議長による収支報告書の審査が終了後、会派は、「政務活動費交付請求書」（規

則様式第 5 号）により市長に交付請求する。 

 ② 市長は請求のあった日から 30 日以内に交付する。 

(6) 交付額の返還 

  ① 変更交付決定があった場合は、すでに交付を受けた政務活動費の額が、変更後 

に交付されるべき政務活動費の上限額を超えるときは、当該超過分に係る政務活  

動費を返還しなければならない。 

 

２ 会派に関する手続 

(1) 会派を結成したとき 

① 会派の代表者は、会派届（会派規約別記様式）により、議長に届け出る。 

②  議長は、会派届の写しを市長に送付する。 

③  政務活動費交付申請書（規則様式第１号）等を議長を経由して市長に提出し、

政務活動費の交付を受ける手続を行う。 
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(2) 会派届の内容に変更があったとき 

① 会派の代表者は、会派届（会派規約別記様式）により、変更の内容を議長に

届け出る。 

② 議長は、会派届の写しを市長に送付する。 

③ 所属議員の異動により、異動後の所属議員数により算定した政務活動費の額

が、交付決定された政務活動費の額と異なることとなった場合には、「政務

活動費変更交付申請書」（規則様式第２号）を議長を経由して市長に提出す

る。 

④ 市長は、変更後の政務活動費の交付額を決定し、「政務活動費変更交付決定

通知書」（規則様式第３号）により､会派に通知する。 

⑤ 既に交付を受けた政務活動費の額が、異動後の所属議員数により算定した政

務活動費の額を上回る場合は、その上回った額を返還する。 

 

(3) 会派を解散したとき 

① 会派の代表者であった者は、会派届（会派規約別記様式）により、議長に届

け出る。 

② 議長は、会派届の写しを市長に送付する。 

③ 会派の代表者であった者及び経理担当者であった者は、解散の日から起算し

て２０日以内に、「政務活動費収支報告書」（規則様式第４号）を作成し、領

収書等を添付し、議長に提出する。 

④ 既に交付を受けた政務活動費の額が、異動後の所属議員数により算定した

政務活動費の額を上回る場合は、その上回った額を返還する。 
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第４章 会計手続の概要 
 

１ 基本認識 

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る支出について、

会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類の写しを

５年間保存しなければならないとされている（条例施行規則第６条）。 

会派が解散等により消滅した場合にあっても（議員を辞職した場合も）、経理責任者

は、保存期間が経過するまで証拠書類等を保存しなければならない。 

 

２ 領収書等の整理 

(1) 基本的な整理手続き 

① 収支報告書には、領収書等の添付が義務付けられているため、政務活動費に係

る支出にあたっては、支出を証明する書類として、領収書、受領書、振込受領書、

その他これに類する書類を徴し、整理保管しておく必要がある。 

(2) 領収書を徴することができない場合 

① 領収書等が取得できない場合、または紛失した場合、以下の例を除き、政務活

動費の充当ができないものとする。なお、紛失による領収書の再発行は可とする。 
ア、カード払いの場合の利用明細書 

イ、金融機関振込みによる振込済通知書 

ウ、ＥＴＣを利用した場合の利用明細書（利用日、利用区間、料金がわかるもの） 

(3) 按分による支出に係る領収書 

① 支出額に調査研究活動に係る費用とそれ以外の費用を含む場合は、按分等によ

り政務活動に係る額を確定し、その領収書等を添付する。按分割合については、

会派の責任において、政務活動に要した時間の割合による等、一定の基準で適正

に按分すること。 

② 按分により政務活動費を充当する場合には、領収書その他の証拠書類に、按分

割合及び当該按分割合に基づく政務活動費の支出額を付記するものとする。 

 

３ 会計処理 

(1) 政務活動に係る支出をしたときは、「政務活動費収支整理簿」（参考様式第１号）

に、①収支月日、②収支内容、③支出額等を記入する。 

(2) 先進地調査や研究・研修会、広報・広聴活動（会議、講演会、研修会への出席、

視察など）などの調査研究活動を行ったときは、その活動内容、所要経費等を「調

査研究活動記録票」（参考様式第２号）に記入する。この場合、「政務活動費収支整

理簿」（参考様式第１号）の内容欄には、調査研究活動の名称を記入し、支出額欄に

は記録票に記載された支出額の合計額を記入する。 

また、調査研究活動に係るものであることを明らかにするため、会議等の開催通

知や案内状、日程表並びに視察報告書等を整理して保管しておく。 

 (3) 領収書等の証拠書類は、「領収書等貼付用紙」（参考様式第３号）に原本を貼 

付けし整理保管する。 

また、領収書が複数枚になる場合は別紙に添付することを可とする。 

なお、重ならないよう貼付けるものとし、右上に整理番号を記載する。 
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４ 収支報告書等の提出 

(1) 収支報告書 

政務活動費の交付を受けようとする会派は、半期ごとの政務活動終了後に、各半

期の末日の属する月の翌月 15 日までに「政務活動費収支報告書」（規則様式第４号）

を作成し、支出に係る領収書等を添付の上、議長に提出しなければならない（条例

第 7 条第 1 項）。 

また、会派が解散した場合は、解散の日から起算して２０日以内に、「政務活動費

収支報告書」（規則様式第４号）を作成し、領収書等を添付し、議長に提出しなけれ

ばならない（条例第 7 条第 2 項）。 

なお、議長は、提出された収支報告書等の内容を確認し、写しを市長に送付する

（規則第５条）。 

(2) 証拠書類等の添付 

会派が作成すべき会計帳票は、以下のとおりであり、収支報告書に添付し提出す

る。領収書等の証拠書類は、「政務活動費収支整理簿」（参考様式第１号）の記載順

に整理し添付する。 

 

●会派が作成すべき会計帳票 

① 政務活動費収支報告書（規則様式第４号） 

② 政務活動費収支整理簿（参考様式第１号） 

③ 調査研究活動記録票（参考様式第２号） 

④ 領収書等貼付用紙（参考様式第３号） 

⑤ 書籍等表紙・目次貼付用紙（参考様式４号） 

 

 

５ 帳票類等の整理保存 

政務活動費の収支に関して、会派において作成した会計帳票は適正に整理保存し

ておく。 

 

６ 収支報告書の調査 
議長は提出された収支報告書に対して、必要に応じて調査を行う等、政務活動費

の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めると規定（条例第８条）

されており、その調査等に関する議長の権限については、以下のとおりとする。 

① 調査の対象は、収支報告書、収支整理簿、活動記録票、領収書、その使途の透明

性確保に必要なすべての証拠書類とし、議長はこれらの調査の結果、必要がある

と認めたときは、会派に対して、収支報告書等の是正を勧告することができる。 

② 上記、①の規定による勧告を受けた会派が、正当な理由なく当該勧告に応じない

場合には、速やかに当該勧告の内容を公表するものとする。 

収支報告書が提出された場合、議長が必要と認めるときは調査を行うことができ

る。調査の対象は収支報告書であるが、その内容を確認するため、会計帳簿や証拠

書類の提出を求められることがある。 

 

７ 政務活動費の返還（条例第４条） 

  変更交付決定があった場合は、すでに交付を受けた政務活動費の額が、変更後に交

付されるべき政務活動費の上限額を超えるときは、当該超過分に係る政務活動費を返

還しなければならない。 
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第５章 情報公開 
 

1  情報の公開 

 使途の透明化を図るため、収支報告書等（収支報告書、収支整理簿、活動記録票、

領収書等）のＰＤＦデータを市議会のホームページで公開する。 

(1) 期間 ３カ年分をホームページで公開する。 

  (2) 時期 本年度の 6 月末までに、前年度分を市議会ホームページで公開する。 

（3）内容 提出された収支報告書、収支整理簿、活動記録票、領収書等の原本の写し 

      をＰＤＦデータに加工し公開する。 

                

 

２ 閲覧制度 

議長に提出された収支報告書と証拠書類は、議会事務局の保有する公文書として５

年間保存され、その間、黒部市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることな

く、誰でも議長に対し収支報告書及び領収書等の写しの閲覧を請求できる。 

（黒部市政務活動費収支報告書等の閲覧に関する要綱） 

 

３ 非公開情報 

証拠書類の写しに、黒部市情報公開条例第７条に規定する情報が記録されていると

きは、その情報部分を除き閲覧に供する。 

（黒部市議会政務活動費の交付に関する条例 10 条第 3 項） 

  

≪非公開情報（例）≫ 

・個人に関する情報（公務員の職務に関する情報は公開対象） 

・公開することで、個人の権利・権益を害するおそれがある情報 

・法人その他の団体、事業を営む個人の事業に関する情報で、公開することにより、

権利・利益を害するおそれがある情報 

・会派または議員の活動に著しい支障を及ぼす情報 

・公共の安全・秩序の維持情報             など 
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《様  式》 
 

１ 政務活動費交付申請書（規則様式第１号）・・・・・・・・・・便覧 P109 参照 

２ 政務活動費変更交付申請書（規則様式第２号）・・・・・・・・便覧 P110 参照 

３ 政務活動費（変更）交付決定通知書（規則様式第３号）・・・・便覧 P111 参照 

４ 政務活動費収支報告書（規則様式第４号）・・・・・・・・・・便覧 P112 参照 

５ 政務活動費交付請求書（規則様式第５号）・・・・・・・・・・便覧 P113 参照 

６ 会派届（会派規約別記様式）・・・・・・・・・・・・・・・・便覧 P115 参照 

７ 政務活動費収支整理簿（参考様式第１号）・・・・・・・・・・・20 

８ 調査研究活動記録票（参考様式第２号）・・・・・・・・・・・・21 

９ 領収書等貼付用紙（参考様式第３号）・・・・・・・・・・・・・22 

10 書籍等表紙・目次貼付用紙（参考様式第４号）・・・・・・・・・23 

11 臨時雇用届出書（参考様式第５号） ・・・・・・・・・・・・・24 

12 政務活動費収支報告書等閲覧申請書・・・・・・・・・・・・便覧 P118 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会派名

　　　　  　年　度　政　務　活　動　費　収　支　整　理　簿

　参考様式第１号

(単位：円)

調　査
研究費

研修費 広報費 広聴費 要請・陳情
活動費 会議費

資　料
作成費

資　料
購入費

人件費
事務所

費

1 政務活動費 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 02
0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0計

月日 収支内容 収入額 支出額 残　額
整理
番号

支　　出　　内　　訳
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参考様式第２号                      整理番号       

調査研究活動記録票 
会派名            

活 動 名  
使途 

項目 

・調査研究費 

・研修費 

日  程      年  月  日（ ）～     年  月  日（ ） 

場 所 等  

参加議員 

人数･氏名 
人 

 

 

 

目
的

・
内
容

・
成
果 

目的 

内容 

成果 

    

 

 

  

 

 

 

参考様式第２号 

 

経費内訳                                  単位：円 

整理 

番号 
月日 支  出  内  容 金  額 

    

    

    

    

    

    

    

 合計   
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参考様式第３号 

※領収書（原本）を貼付する。 

領 収 書 等 貼 付 用 紙 整理番号  

支出項目 
（該当するも

のに○） 

調査研究費    研修費    広報費     広聴費     要請・陳情活動費 

会議費    資料作成費    資料購入費    人件費     事務所費 

支出金額 円  支出日     年  月  日 

支出内容 

 

 

 

領収書等添付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

参考様式第４号 

書籍等表紙・目次貼付用紙 

 

 
書籍等表紙・目次貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
使途及び内容  

※表紙、目次のコピーを貼付する。縮小可。 
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参考様式第５号 

年  月  日 

 

   

黒部市議会議長       殿 

 

                        

                     会 派 名 

                     代表者氏名          印 

 

 

臨 時 雇 用 届 出 書 

 

調査研究活動を補助する者を臨時に雇用したいので、次のとおり届け出ます。 

 

 

 １ 氏  名 

 

 ２ 住  所 

 

 ３ 雇用目的 

 

 ４ 雇用期間    年   月   日 から   年   月   日まで 

 

 ５ 雇用経費 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒 部 市 議 会 便 覧 

平成１８年 ４月 初  版 

平成１９年 ３月 改  訂 
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